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0
1
6
年
度
決
算
見
込
に
よ
る
と
、す
で

に
保
険
料
収
入
の
50
％
以
上
を
高
齢
者

医
療
費
へ
の
拠
出
金
の
支
払
い
に
充
て
て
い
る

健
保
組
合
が
2
1
8
組
合（
全
組
合
の
約
16
％
）

と
な
っ
て
い
る
。現
行
制
度
の
ま
ま
推
移
す
る
と
、

拠
出
金
割
合
が
50
％
以
上
の
健
保
組
合
は
、25

年
度
に
8
7
0
組
合（
全
体
の
62
％
）を
超
え
る

と
い
う
異
常
な
事
態
に
陥
る
と
予
測
し
て
い
る
。

　

賃
金
・
物
価
水
準
が
上
昇
し
な
い
デ
フ
レ
基

調
の
下
で
、診
療
報
酬
本
体
は
お
お
む
ね
プ
ラ

ス
改
定
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、今
後
、高
齢
化
等

に
よ
り
医
療
費
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
の
に
対

し
、医
療
保
険
制
度
を
支
え
る
生
産
年
齢
人
口

は
減
少
す
る
た
め
、1
人
当
た
り
の
国
民
負
担

は
増
大
し
、国
民
皆
保
険
制
度
崩
壊
に
も
繋
が

る
不
安
感
が
高
ま
っ
て
き
た
。

　

健
保
連
の
行
っ
た
意
識
調
査
に
よ
る
と
、日

本
の
医
療
費
総
額
の
水
準
に
つ
い
て
は
、「
非
常

に
高
い
と
感
じ
る
」「
や
や
高
い
と
感
じ
る
」が

約
70
％
、ま
た
、国
民
1
人
当
た
り
の
医
療
費
負

担
に
つ
い
て
も「
重
い
と
感
じ
る
」「
や
や
重
い

と
感
じ
る
」と
の
回
答
も
約
70
％
に
の
ぼ
っ
た
。

と
く
に
40
・
50
歳
代
で
は
、日
本
の
医
療
費
総
額

に
つ
い
て「
非
常
に
高
い
と
感
じ
る
」、医
療
費

負
担
に
つ
い
て
も「
重
い
と
感
じ
る
」と
い
う
割

合
が
大
き
く
な
っ
て
お
り
、医
療
保
険
制
度
の

持
続
性
の
確
保
に
向
け
効
率
化
を
進
め
、現
役

世
代
層
の
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

健
保
連
は
、社
会
保
障
審
議
会（
医
療
部
会
、

医
療
保
険
部
会
、介
護
給
付
費
分
科
会
、介
護
保

険
部
会
）、中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
な
ど
の

場
を
通
じ
て
、健
康
保
険
制
度
の
持
続
性
の
確

保
の
た
め
に
積
極
的
な
主
張
を
重
ね
て
き
た
。

さ
ら
に
、11
月
28
日
、3
5
0
0
人
の
参
加
者
を

得
て
開
催
さ
れ
た
健
康
保
険
組
合
全
国
大
会
に

お
い
て
満
場
一
致
で
、

　
・	

拠
出
金
負
担
50
％
の
上
限
設
定

　
・	
高
齢
者
医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
の
早
期

実
現

　
・	

実
効
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
確
実
な

実
施

　
・	

生
涯
現
役
社
会
を
目
指
し
保
健
事
業
の
積

極
的
な
推
進

の
4
項
目
が
決
議
さ
れ
た
。今
後
、関
係
団
体
と

の
連
携
を
一
層
強
化
し
、政
府
お
よ
び
与
野
党

に
粘
り
強
く
働
き
か
け
、ま
た
、報
道
機
関
等
を

通
じ
て
世
論
形
成
を
図
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

そ
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　

近
く
18
年
度
の
国
の
予
算
案
が
閣
議
決
定
さ

れ
、医
療
保
険
制
度
等
の
改
正
内
容
が
固
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、18
年
4
月
の
診
療
報
酬
と
介

護
報
酬
の
改
定
率
、改
定
の
基
本
的
な
枠
組
み

が
決
定
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。健
保
連
を
は

じ
め
中
医
協
の
支
払
側
委
員
は
、厚
生
労
働
大

臣
に
対
し
て
11
月
22
日
、国
民
負
担
の
抑
制
の

観
点
に
立
っ
て
、18
年
度
改
定
に
お
い
て
診
療

報
酬
は
マ
イ
ナ
ス
改
定
と
す
べ
き
で
あ
る
と
強

く
要
請
し
た
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
医
療
機

能
の
分
化
・
強
化
を
進
め
、患
者
の
状
態
像
に
応

じ
た
適
切
な
評
価
を
行
う
観
点
か
ら
、重
症
度
、

医
療
看
護
必
要
度
に
着
目
し
た
現
行
の
7
対
1

看
護
職
員
配
置
の
一
般
急
性
期
病
床
の
あ
り
方

を
見
直
し
、そ
の
削
減
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、薬
価
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
な
ど

を
進
め
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
、

特
許
の
切
れ
た
長
期
収
載
品
の
薬
価
引
き
下
げ
、

か
か
り
つ
け
薬
局
・
薬
剤
師
の
定
着
に
資
す
る

診
療
報
酬
の
設
定
、電
子
お
薬
手
帳
の
普
及
・
活

用
に
よ
る「
多
剤
投
与（
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
）」

の
是
正
な
ど
を
進
め
、医
療
の
適
正
化
、医
療
費

の
効
率
化
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

公
平
で
納
得
で
き
る
医
療
保
険
制
度
の

確
立
に
向
け
た
一
層
の
取
り
組
み
を
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